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北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正

する条例の一部の施行期日を定める規則をここに公布する。

令和元年６月２４日

北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第７号

北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の

一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正

する条例（平成３０年北九州市条例第５４号）付則第１項ただし書に規定する

規定の施行期日は、令和元年６月２５日とする。
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北九州市手数料条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに

公布する。

令和元年６月２４日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第８号

北九州市手数料条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規   

則

北九州市手数料条例の一部を改正する条例（平成３１年北九州市条例第５号

）の施行期日は、令和元年６月２５日とする。
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北九州市公告第１０６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和元年６月２５日 

北九州市長 北 橋 健 治   

開発区域に含まれる地域の名称 開発行為者 

北九州市八幡西区東鳴水五丁目４２

番２１、４２番４７から４２番８７

まで、１１９番２から１１９番４５

まで及び１３６番１から１３６番６

まで 

北九州市八幡西区町上津役東二丁

目２番２５号 

株式会社松尾組 

代表取締役 松尾茂行 

北九州市八幡西区大平一丁目２４２

番２、２４４番１、２４４番２、２

４４番７及び２４４番８ 

北九州市八幡西区下上津役四丁目

１番３６号 

大英産業株式会社 

代表取締役 大園 信 

北九州市小倉南区徳吉東二丁目３６

８番３及び３６９番５ 

北九州市小倉南区徳吉東三丁目１

４番６号 

大下多美江 
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